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【はじめに】 

本症例は全身性エリテマトーデス（以下SLE）による左下腿切断、
左上肢ジストニアによる関節固定術後であるが松葉杖歩行が自立

していた４０歳台の女性である。今回 SLE により右大腿切断となり
３肢障害となった。回復期病棟入院中に右大腿義足を作製、左下

腿義足の再作製を行いながら本人・ご家族の目標であるトイレ動

作自立を目指しリハビリテーション（以下リハ）を実施した。車椅子

での移乗動作及びトイレ動作が自立となった症例を報告する。 
【症例紹介】 

 ＜現病歴＞下肢難治性潰瘍あり、Ｘ年１月４日右足が黒色壊死し、

疼痛を訴え入院。カテーテルによる血行再建術を試みるも良好な

結果得られず、右下腿壊死が進行。同年１月１４日右大腿切断を

施行され１月１８日よりリハ開始。全身状態が落ち着き、継続的なリ

ハ目的で同年３月９日当院入院。 

＜既往歴＞SLE。２７年前に左下腿切断されるが左下腿義足着用

で歩行獲得していた。また左上肢ジストニア様症状に対して 12 年

前に左肩関節固定術施行。 

＜発症前の生活＞屋内は車椅子を併用し伝い歩き自立。屋外は

車椅子とシルバーカー、片松葉杖歩行自立。日常生活動作（以下

ADL）自立、2年前まで就労し自動車運転も行っていた。 

【入院時評価】  ＊関節可動域、筋力は問題点のみ記載。 

右断端皮膚状態良好、幻肢痛あり。下肢長：右29cm、左44cm。 

関節可動域：右股関節屈曲 100°伸展‐20°左股伸展‐5°左肩屈

曲 20°外転３０°肘伸展-６０°手指は握り拳状に屈曲拘縮。徒手

筋力検査（以下 MMT）：右股屈曲 3、伸展２、外転２ 左股屈曲 4、

伸展3－、外転3、左膝屈曲3、伸展２。FIMは75/126（運動項目40、

認知項目 35）。起居動作は柵使用で自立。移乗動作はトランスファ

ーボード使用で 1人介助。左下腿義足のゆるみがあり立位不安定

で、起立・トイレ動作は 2人介助で最大介助を要した。 

【入院中の経過】 

入院時：右断端部の疼痛強く、筋緊張が高い状態。活気低下あ

り。左下腿義足のゆるみがあり、断端袋を重ねて着用し対応するも、

不安定性が強い状態であった。前医入院中に左下腿義足の新規

作製許可が下りていた為作製を進めた。立位訓練での下肢・体幹

筋力強化、コスメティックの観点からも右大腿義足を作製してリハを

実施していくこととした。 

入院４週目：左下腿義足はシリコーンライナーキャッチピン式Ｋ

ＢＭソケット、エネルギー蓄積型足部（オットーボック社１ｃ１１テリオ

ンソフト）を作製し適合確認と修正を行いながら立位練習を継続。

徐々に立位の介助量軽減あり。右大腿部に台をセットし荷重下で

の立位練習を開始する。右大腿部シリコーンライナーを着用し皮

膚トラブル観察。 

入院６週目：右大腿義足作製（切断後３ヶ月）クラッチロック式、メ

ディ社モノロック固定膝、エネルギー蓄積型足部（オットーボック社

１ｃ１１テリオンソフト）。恐怖心あり、右下肢への荷重不十分で立位

の介助量大きい。装着は、座位で片手で行うがキャッチピンをソケ

ットに押し込むまで介助を要す。自己装着練習を継続する。 

入院８週目：腹帯を巻き、立位・荷重練習を継続し徐々に右下肢

への荷重が可能となる。時間を要するが、自己装着可能となる。 

入院１０週目：左本義足完成。立位やトイレ動作練習を継続。 

起立は軽介助、立位保持は手すり把持にて見守りで可能。座位で

の側方移動でベッド・車椅子間の移乗自立。 

入院１２週目：担当作業療法士、相談員、福祉用具業者と家屋調

査を実施。自宅環境と動作確認を実施し問題点を共有する。 

入院１４～１６週目：トイレ、ポータブルトイレへ座位での側方移

動・座位での下衣操作練習を継続。 

入院１８～20 週目：トランスファーボード、ポータブルトイレ選定。

訪問リハビリスタッフと問題点共有。トイレ動作を家族・ヘルパー、

外来リハビリスタッフへ伝達し自宅退院となる。 

【退院時評価】  ＊関節可動域、筋力は問題点のみ記載。 

幻肢痛あるが、初期時に比べ軽減あり。関節可動域：右股伸展

-10°左股伸展-5°MMT：右股屈曲4、伸展2、外転3、左股屈曲4、

伸展3外転４、左膝屈曲4、伸展３。FIM 93/126（運動項目 58、認

知項目35）。移乗は座位での側方移動やトランスファーボードを使

用し自立。起立・立位は手すり使用で軽介助。トイレ動作は、片手

での下衣操作の為時間を要し努力的ではあるがポータブルトイレ

を使用し自立。車椅子自走は可能だが、実用性を考慮し電動車椅

子を使用することとなった。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

【考察】 

右上肢、左下肢のみでの立位訓練は困難な事が予想された為

右大腿義足を作製し、適合を確認しながら積極的に立位・荷重練

習を実施した。徐々に恐怖心の軽減や荷重感覚、下肢・体幹の筋

力強化と耐久性向上を認め、目標のトイレ動作自立に至ったと考

える。義足作製は歩行獲得の手段のみならず、本人の意欲が高

い場合、身体機能面から作製の適応となりにくい症例においても

残存部位の強化やＡＤＬ能力向上の一助になると考える。 図 電動車椅子サッカー練習の様子 

三施設連携による人工呼吸器使用児に対する

電動車椅子の適合 ― ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ・通園施
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【はじめに】 

障害児療育において，児の状況に応じた能動的活動の機会を

多くすることが重要である．しかし，障害が重度なほど身体，及び

知的能力の未発達や低下により，能動的活動は制限されてしまう

が，電動車椅子によって四肢麻痺を呈する重度障害児でも能動的

な移動が可能となる．近年，小児用機種や操作補助装置の開発・

販売により選択範囲は広がっているが，十分な活用には，専門的

知識や技術の他に，将来を見据えた早期からの対応，十分な試用

評価，発達の各段階に応じた適切な支援が不可欠である．当セン

ターではこれまで重度障害児・者に対して多面的な支援により電

動車椅子の適合を行ってきた．今回，幼児期から学童期に渡り，

当センターでは対応できない頻回な操作練習と各時点での課題

抽出において通園施設と特別支援学校との連携対応によって電

動車椅子の実走行獲得と特例補装具費の支給が決定した重度障

害児への支援について報告する． 

【対象と方法】 

対象は先天性ミオパチーの男児．対応期間は 3歳から 10歳で

ある．全身における筋緊張低下がみられ，自発呼吸不能，及び四

肢・体幹麻痺より自力座位は不能であり，外出時には人工呼吸器

を搭載した座位保持装置（介助用構造フレーム）を使用していた．

3歳時に他医療施設から視線入力による意思伝達装置の検討を勧

められたが，連携通園施設の理学療法士が母指の運動にスイッチ

（以下，SW）操作の可能性を見出したことから検討依頼があり，対

応を開始した． 

初期評価（3歳）では，SW操作に適応し得る随意性がみられた

のは左右母指での内外転運動と視線移動のみであり，他に機能

的運動はなかった．その他では，軽度の脊柱側弯と足関節内反尖

足位を呈していた．この左右母指の運動が実用的になりうると判断

し，目標を電動車椅子操作とした，その対応過程を以下に示す．

各過程において成長に併せて評価，機器変更，調整を実施した． 

1）身体寸法計測，及び姿勢評価（マット・ハンドリング評価） 

２）座位保持装置上での適正な座位姿勢再現 

３）TV/PCゲームや意思伝達機器を用いた随意的SW操作 

4) 電動車椅子シミュレータ上での操作能力・危険認識の評価 

5) 試用電動車椅子の機器設定（SW入力，姿勢保持） 

6) 当センター屋内外における操作能力評価，及び練習 

7) 通園施設・特別支援学校における操作能力評価，及び練習 

【経過】 

3歳：母指内外転でのサイドピンチによるワイヤーSWの操作が可

能であり，随意性は右手が高く，左手は低かった．自宅PC上で児

が興味をもつ電車や自動車に関するゲームソフトで遊ぶことでSW

操作をする機会を増やした．遊ぶ集中力と断続的な SW操作の耐

久性が 1時間程度であることを確認した．併せて通園施設でも他

種SWで左右手指の訓練を継続的に実施した． 

5歳：シミュレータによる評価を 2回実施し，交通上の危険認識に

問題はなかった．しかし，右手のみ前進と停止を随意的に操作で

きることが判明した．その結果から，モールド型クッションにて姿勢

保持機能を有する試用電動車椅子（invacare社PowerTiger）にて実

機操作練習を開始し，方向転換はジョイスティックにて介助者が操

作した．月に 1～2 回の頻度で練習を実施したが，初回の移動距

離は疲労により約 30m であったが，練習を重ねるごとに，移動距

離は延長した．練習後半では疲労により停止操作の確実性低下が

課題であった．当センターでは練習機会が限られてしまうため，通

園施設に常置して機会を増やすこととし，通園施設職員が操作方

法や座位姿勢のセッティングを理解の基，練習を重ねた． 

6 歳：特別支援学校入学により常置場所を日中最も長く過ごす学

校に変更した．通園施設にて左手母指の運動能力向上を確認し，

右：ミニ SW，左：フィルムケース SWの訓練を開始した． 

8 歳：左手も電動車椅子操作に適すると判断し，電動車椅子操作

を左手：前進・停止，右手：右旋回の 2つの SW操作に変更した． 

9歳：操作性が向上し，速度上げた走行モード設定を追加した．ま

た，操作能力が十分に向上し，各構成部品も確定したことから，特

例補装具費支給申請を行った． 

10歳：特例補装具費支給が決定し，現在製作中である． 

【考察】 

今回の電動車椅子実走行能力の獲得には，連携施設間で能動

的活動の重要性について共通認識を持ち，各施設が役割を発揮

したことが大きい．特に常に児の状況に併せた対応として，適切な

機器と練習方法を設定したことが，長期間に渡って，車椅子操作

の意欲を常に高め，操作能力の向上につながったと考えられる．   

また，今回のことから障害児に対して長期間に渡り，発達に応じた

評価・試用を可能にする物的・人的な支援制度が望まれる． 
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